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〈光学印象〉※要届出
Ｑ１　光学印象の注１「デジタル印
象採得装置」とは、具体的にはどの
ようなものか。
Ａ１　特定診療報酬算定医療機器で
あって、薬事承認上の類別が「機械
器具（60）歯科用エンジン」、一般
的名称が「デジタル印象採得装置」
であり、「デジタル手法により、歯
科修復物等のコンピュータ支援設計
（CAD）およびコンピュータ支援製
造（CAM）に用いるための三次元
形状データを取得するもの」という
条件を満たす医療機器。

〈装　着〉
Ｑ２　装着の注１および注２に規定
する内面処理加算について、セメン
トにプライマー処理等の機能が含ま
れており、歯質に対する接着力を向
上させるためのプライマー処理等が
不要である接着性レジンセメントを
用いて装着した場合は算定可能か。
Ａ２　算定不可です。なお、プライ
マー処理等の機能が含まれているセ
メントについても、さらに接着力を
向上させる目的で、別にプライマー
を用いて歯質に対する処理等を行っ
た場合は内面処理加算を算定して差
し支えありません。

〈接着冠〉
Ｑ３　接着冠について、「支台歯の
うち少なくとも１歯の切削をエナメ
ル質内にとどめ」とあるが、支台歯
に対してグルーブ付与を行う際に、
やむを得ない場合は象牙質まで切削
してよいか。
Ａ３　接着ブリッジ製作にあたって
の支台歯の切削はエナメル質内にと
どめることとするが、グルーブ付与
の際において、必要がある場合には
象牙質まで切削して差し支えありま
せん。
Ｑ４　CAD/CAM冠「２　エンドク
ラウンの場合」 について、CAD/
CAM冠用材料との互換性が制限さ
れない歯科用CAD/CAM装置を用い
て咬合面全体を被覆する形態の
CAD/CAMインレーを製作した場合
は算定可能か。
Ａ４　算定不可です。CAD/CAM冠

「２　エンドクラウンの場合」は、
歯科用CAD/CAM装置を用いて、歯
冠部と髄室保持構造を一塊にした歯
冠補綴物を製作した場合をいい、咬
合面全体を被覆する形態のCAD/
CAMインレー（補助的保持形態を
有するものを含む）は含まれませ
ん。参考：公益社団法人日本補綴歯
科学会「保険診療におけるCAD/
CAM冠の診療指針 2024」

〈有床義歯〉
Ｑ５　有床義歯について、「模型上
で抜歯後を推定して製作する即時義
歯は認められるが、即時義歯の仮床
試適に係る費用は算定できない」と
あるが、抜歯予定部位が残根または
根面被覆などであって、仮床試適が
可能な場合の有床義歯について、ど
のように考えればよいか。
Ａ５　即時義歯の仮床試適について
は算定できません。ただし、抜歯予
定部位が残根または根面被覆などで
あって、仮床試適が可能な場合にお
いては、有床義歯を製作した上で、
仮床試適を算定しても差し支えあり
ません。

〈歯科衛生実地指導料〉
Ｑ６　歯科衛生実地指導料および訪
問歯科衛生指導料において、患者に
提供する文書に当該指導を行った歯
科衛生士の氏名を記載することとさ
れているが、必ず姓名双方の記載が
必要なのか。
Ａ６　カスタマーハラスメントの防
止等の観点から、名字のみの記載と
することが可能になりました。 

〈口腔内装置調整・修理〉
Ｑ７　口腔内装置の「ヌ　外傷歯の
保護を目的として製作した口腔内装
置」について、「日常生活時の外傷
歯の保護を目的とするもの」および
「運動時の外傷歯の保護を目的とす
るもの」をそれぞれ製作した場合に
おいて、それぞれの口腔内装置に係
る口腔内装置調整・修理の算定につ
いてどのように考えればよいか。
Ａ７　それぞれの口腔内装置ごとに
口腔内装置調整・修理の口腔内装置
調整２の120点、または口腔内装置
修理の234点を算定して差し支えあ
りません。
（編注：同日の調整は修理に含まれ
ます。装着と同月の修理は算定でき
ません）

６月改定についての厚労省疑義解
釈（その１）（その２）より抜粋・
整理

厚労省疑義解釈「その１」（2024年
３月28日）、「その２」（４月12日）
より抜粋・改編

〈その２〉歯科歯科
新点数新点数 ＱＱＡＡ＆＆

〈その１〉医科医科
新点数新点数ＱＱＡＡ＆＆

〈施行時期後ろ倒しと届出〉
Ｑ１　2024年度診療報酬改定が施行
される2024年６月診療分の施設基準
の届出に係る届出期限についてどの
ように考えればよいか。
Ａ１　2024年６月診療分の施設基準
の届出については、2024年５月２日
から６月３日まで近畿厚生局兵庫事
務所で受け付けています。ただし、
2024年６月診療分の施設基準の届出
に係る電子申請は2024年５月20日か
ら受付開始となります。

〈生活習慣病管理料〉
Ｑ２　療養計画書の内容について医
師による丁寧な説明を実施した上
で、薬剤師または看護職員等の当該
説明を行った医師以外のものが追加
的な説明を行い、診察室外で患者の
署名を受けた場合にも算定可能か。
Ａ２　可能です。
Ｑ３　生活習慣病管理料（Ⅰ）及び
（Ⅱ）に、外来管理加算の費用は含
まれるものとされているが、生活習
慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）を算定
した月において、当該算定日とは別
日に、当該保険医療機関において、
生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）
を算定した患者に対して診療を行っ
た場合に、外来管理加算を算定する
ことは可能か。
Ａ３　外来管理加算の算定要件を満
たせば可能です。
Ｑ４　生活習慣病管理料（Ⅱ）につ
いて、「生活習慣病管理料（Ⅰ）を
算定した日の属する月から起算して
６月以内の期間においては、生活習
慣病管理料（Ⅱ）は、算定できな
い」とされているが、同一の保険医
療機関において、生活習慣病管理料
（Ⅰ）を算定する患者と、生活習慣
病管理料（Ⅱ）を算定する患者が同
時期にそれぞれいる場合の取り扱い
はどうなるのか。
Ａ４　同一の保険医療機関におい
て、生活習慣病管理料（Ⅰ）を算定
する患者と、 生活習慣病管理料
（Ⅱ）を算定する患者が同時期にそ
れぞれいても差し支えありません。
Ｑ５　生活習慣病管理料（Ⅰ）と生
活習慣病管理料（Ⅱ）は、それぞれ
どのような患者に対して算定するの
か。
Ａ５　個々の患者の状態等に応じて
医療機関において判断されるもので
す。
Ｑ６　生活習慣病管理料（Ⅰ）、生
活習慣病管理料（Ⅱ）の施設基準に
おいて、「患者の状態に応じ、28日
以上の長期の投薬を行うこと又はリ
フィル処方箋を交付することについ
て、当該対応が可能であること」に
ついて、院内の見やすい場所に掲示
していることが求められているが、
具体的にどのような内容を掲示すれ
ばよいか。
Ａ６　当該保険医療機関において、
患者の状態に応じ、
・ 28日以上の長期の投薬が可能であ
ること

・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを
掲示することとされています。

〈ベースアップ評価料〉
Ｑ７　ベースアップ評価料の施設基
準において、「決まって毎月支払わ
れる手当」を支払う場合に、その金
額を割増賃金（超過勤務手当）や賞
与に反映させる必要はあるのか。
Ａ７　労働基準法第37条第５項及び
労働基準法施行規則第21条で列挙さ
れている手当に該当しない限り、割
増賃金の基礎となる賃金に算入して
割増賃金を支払う必要があります。
当該評価料に係る「決まって毎月支
払われる手当」については、その性
質上、上記手当には該当しないこと
から、割増賃金の基礎となる賃金に
算入して割増賃金を支払う必要があ
ります。なお、「決まって毎月支払
われる手当」をいわゆる賞与の算定
に際して反映させるか否かは、各医
療機関の定めによります。
Ｑ８　対象職員の賃金の改善措置を
実施する具体的方法（金額・割合
等）について、職員に応じて区分す
ることは可能か。
Ａ８　可能です。各保険医療機関の
実情に応じて、賃金の改善措置の方
法を決定することとされています。
Ｑ９　給与表等の存在しない医療機
関において、2023年度と2024年度及
び2025年度を比較して対象職員の変
動がある場合、計算式中の対象職員
の基本給等の総額について、どのよ
うに考えたらよいか。
Ａ９　2023年度及び2024年度または
2025年度のいずれの年度においても
在籍している対象職員について、計
算式に則り算出を行います。ただ
し、いずれの年度においても在籍し
ている対象職員が存在しない等の理
由でこの方法による算出が困難な場
合においては、各年度における全て
の対象職員の基本給等の総額を用い
て算出を行ってもかまいません。
Ｑ10　ベースアップ評価料の届出に
ついてはどのように行えばよいか。
Ａ10　ベースアップ評価料に係る届
出については、近畿厚生局兵庫事務
所 の メ ー ル ア ド レ スbaseup-
hyoukaryou28@mhlw.go.jpに、エクセ
ルファイルを提出することにより行
います。ただし、自ら管理するメー
ルアドレスを有しない等の場合に
は、書面による提出を妨げないとさ
れています。
Ｑ11　ベースアップ評価料の施設基
準において、「対象職員のベア等及
びそれに伴う賞与、時間外手当、法
定福利費（事業者負担分等を含む）
等の増加分に用いること」とある
が、時給制で労働する対象職員につ
いて、時給の引き上げによって賃上
げを実施してもよいか。
Ａ11　差し支えありません。また、
この場合において、労働時間が短縮
したことにより月の給与総額が減少
していても、差し支えありません。
ただし、届出等に係る「対象職員の
給与総額」の記入においては、実際
に対象職員に対し支払った給与総額
を用いることが必要です。

改定関連書籍改定関連書籍

『歯科保険診療の研究』2024年
６月版、歯科点数早見表を６月
に歯科会員に発送します。

歯科

医科『保険診療便覧―点数表と
その解説』2024年版を６月中に
医科会員にお届けします。
（画像は2022年版のもの）

医科


